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令和８年度臨時報酬改定説明資料
（就労継続支援B型の基本報酬区分の見直し）





•令和ああ

令和８年４月・５月

令和８年6月以降



•令和ああ

令和８年４月・５月 令和８年6月以降

例１）「就労継続支援B型事業所しなの」の場合
令和７年度の平均工賃…３万６千円

令和５年度の基本報酬区分…（六）
令和６年度の基本報酬区分…（五）

令和５年度と６年度を比較
し、６年度の方が区分が上
がっている→改定対象

区分（二）805単位 区分（B）781単位



令和８年４月・５月 令和８年6月以降

例２）「就労継続支援B型事業所ちくま」の場合
令和７年度の平均工賃…２万７千円

令和５年度の基本報酬区分…（四）
令和６年度の基本報酬区分…（六）

令和５年度と６年度を比較
し、６年度の方が区分が下
がっている→改定対象外

区分（四）738単位 区分（四）738単位



令和８年度の基本報酬算定について

• 「報酬別紙3-1」で、令和８年４・５月分と令和８年６月以降分の基本
報酬を一括して届け出ていただきます。

•届出提出〆切：令和８年４月15日（水）

期限までの提出がない場合、令和８年度の基本報酬が算定できず請求

が行えなくなってしまうため、期限中の提出をお願いいたします。

・ 届出の入力前に…

☞令和７年度の月ごとの工賃総額、開所日数、利用者数を確認

☞令和５年度及び令和６年度の基本報酬区分を確認



お手元に「報酬別紙3-1 就労継続
支援B型に係る基本報酬の算定区
分に関する届出書」をご用意ください。



①事業所の基本情報（事
業所名・サービス費区分・
定員区分）を入力

②令和７年度平均工賃月
額を入力

7
年
度
平
均
工
賃



③令和６年度報酬改定前の平均工賃月額区分と、令和６年度報酬改
定後の平均工賃月額区分を入力

※令和５年４月以前に指定を受けた事業所の場合、改定前＝令和６年
３月、改定後＝令和６年４月の報酬請求の際の平均工賃月額を入力

④「R6報酬改定前」欄と「R6報酬改定後」欄の入力内容を比較し、 「R6
報酬改定後」欄の方が金額が高い場合は、「R8改定対象」欄に〇を入力



⑤４・５月の平均工賃月額区分と６月以降の平均工賃月額区分を入力

※④で「R8改定対象」に〇がついた場合、６月以降の平均工賃月額区分
は「R8改定対象」と表示されている区分になります。「R8改定対象外」と表
示されている区分は選択不可です。

「R8改定対象」の
記載がある区分の
中から選択
（「１万円未満」「１万
円以上１万５千円未
満」も選択可能です）



③’ R8改定対象外の場合

「R8改定対象外」
の記載がある区分の
中から選択
（「１万円未満」「１万
円以上１万５千円未
満」も選択可能です）



③’ 令和５年５月～令和５年10月に指定を受けた事業所

＝「R6報酬改定前」欄に記載 ＝「R6報酬改定後」欄に記載



③’ 令和５年11月～令和６年３月に指定を受けた事業所

＝「R6報酬改定前」欄に記載 ＝「R6報酬改定後」欄に記載

指定を受けた月がいつ
かによって、いつの平均
工賃月額区分を記載
するのかが変わります



令和８年度改定対象となります。

「R6報酬改定前」「R6報酬改定後」いずれの欄も「令和６年４月以降開
設」を選択し、「R8改定対象」欄に○をつけてください。

③’ 令和６年４月以降に指定を受けた事業所



「介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表」にも、４・５月と６月以
降の基本報酬区分の両方を記載してください。
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